
　内航海運事業者の企業規模 （届出事業者を除く、休止中事業者を含む。） 

1. 内航海運業 （登録運送業のみ、又は登録貸渡業、登録船舶管理業を併せて行う事業者）

（1） 資本金別

支局別

資本金別

0 0 0 0 0 0 0

6 4 3 7 0 1 21

11 6 3 10 1 3 34

1 2 1 4 0 0 8

0 3 0 1 1 0 5

18 15 7 22 2 4 68

（2） 使用船腹量別

支局別

使用船腹量別

4 0 0 2 0 2 8

6 4 3 9 1 2 25

1 1 0 3 1 0 6

1 3 1 3 0 0 8

0 1 2 3 0 0 6

3 2 1 1 0 0 7

3 4 0 1 0 0 8

18 15 7 22 2 4 68

（3） 使用船舶隻数別

支局別

使用船舶隻数別

7 3 2 7 1 3 23

3 1 1 5 1 1 12

0 0 1 2 0 0 3

0 0 0 2 0 0 2

5 7 3 5 0 0 20

3 4 0 1 0 0 8

18 15 7 22 2 4 68合　　計

愛 媛 運 輸 支 局 今治海事事務所 宇和島海事事務所 高 知 運 輸 支 局

２ 隻

３ 隻

４ 隻

５　隻　以　上

休　   止　   中

合 計

１ 隻

5,000～10,000総トン未満

10,000 総 ト ン 以 上

休 　  止 　  中

合　　計

本 局 徳 島 運 輸 支 局

高 知 運 輸 支 局 合 計

～ 200総トン未満

200 ～ 1,000 総 ト ン 未 満

1,000 ～ 2,000 総 ト ン 未 満

今治海事事務所 宇和島海事事務所

2,000 ～ 5,000 総 ト ン 未 満

合　　計

本 局 徳 島 運 輸 支 局 愛 媛 運 輸 支 局

合 計

個　　人

　　　　　～1,000万円未満

1,000万円～5,000万円未満

　 　　　　5,000万円～　 １億円未満

宇和島海事事務所 高 知 運 輸 支 局

                         １億円以上

本 局 徳 島 運 輸 支 局 愛 媛 運 輸 支 局 今治海事事務所



2. 内航海運業 （登録貸渡業のみ、又は登録船舶管理業を行う事業者）

（1） 資本金別

支局別

資本金別

0 3 0 0 0 0 3

24 39 2 30 4 3 102

17 44 26 74 11 7 179

1 1 0 1 0 0 3

0 1 0 1 0 0 2

42 88 28 106 15 10 289

（2） 使用船腹量別

支局別

使用船腹量別

6 5 0 3 0 1 15

2 2 0 11 4 0 19

17 25 2 22 4 0 70

5 14 5 10 1 4 39

5 7 4 17 0 0 33

7 16 13 32 6 3 77

0 19 4 11 0 2 36

42 88 28 106 15 10 289

（3） 使用船舶隻数別

支局別

使用船舶隻数別

25 36 9 43 8 2 123

6 17 5 22 4 3 57

4 9 4 11 3 0 31

3 4 5 7 0 0 19

4 3 1 12 0 3 23

0 19 4 11 0 2 36

42 88 28 106 15 10 289合　 　計

愛 媛 運 輸 支 局 今治海事事務所 宇和島海事事務所 高 知 運 輸 支 局

２ 隻

３ 隻

４ 隻

５　隻　以　上

休　  止　  中

合 計

１ 隻

1,000 ～ 2,000 総トン未満

2,000 総 ト ン 以 上

休　 　止　　 中

合　　 計

本 局 徳 島 運 輸 支 局

高 知 運 輸 支 局 合 計

～ 200 総 ト ン 未 満

200 ～ 300 総 ト ン 未 満

300 ～ 500 総 ト ン 未 満

今治海事事務所 宇和島海事事務所

500 ～ 1,000 総 ト ン 未 満

合　 　計

本 局 徳 島 運 輸 支 局 愛 媛 運 輸 支 局

合 計

個　　人

　　　　　～1,000万円未満

1,000万円～5,000万円未満

       　   5,000万円～　 １億円未満

宇和島海事事務所 高 知 運 輸 支 局

  　１億円～　 ３億円未満

本 局 徳 島 運 輸 支 局 愛 媛 運 輸 支 局 今治海事事務所



2. 内航海運業 （登録船舶管理業のみを行う事業者）

（1） 資本金別

支局別

資本金別

0 1 0 0 0 0 1

5 6 4 14 0 1 30

3 6 3 12 0 1 25

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

8 13 7 26 0 2 56

（2） 使用船腹量別

支局別

使用船腹量別

0 0 1 0 0 0 1

0 1 1 1 0 0 3

0 6 4 4 0 1 15

4 1 1 8 0 0 14

1 2 0 7 0 0 10

2 1 0 6 0 1 10

1 2 0 0 0 0 3

8 13 7 26 0 2 56

（3） 使用船舶隻数別

支局別

使用船舶隻数別

0 8 6 15 0 1 30

4 1 1 4 0 1 11

1 1 0 3 0 0 5

0 1 0 4 0 0 5

2 0 0 0 0 0 2

1 2 0 0 0 0 3

8 13 7 26 0 2 56合　 　計

愛 媛 運 輸 支 局 今治海事事務所 宇和島海事事務所 高 知 運 輸 支 局

２ 隻

３ 隻

４ 隻

５　隻　以　上

休　  止　  中

合 計

１ 隻

1,000 ～ 2,000 総トン未満

2,000 総 ト ン 以 上

休　 　止　　 中

合　　 計

本 局 徳 島 運 輸 支 局

高 知 運 輸 支 局 合 計

～ 200 総 ト ン 未 満

200 ～ 300 総 ト ン 未 満

300 ～ 500 総 ト ン 未 満

今治海事事務所 宇和島海事事務所

500 ～ 1,000 総 ト ン 未 満

合　 　計

本 局 徳 島 運 輸 支 局 愛 媛 運 輸 支 局

合 計

個　　人

　　　　　～1,000万円未満

1,000万円～5,000万円未満

       　   5,000万円～　 １億円未満

宇和島海事事務所 高 知 運 輸 支 局

  　１億円～　 ３億円未満

本 局 徳 島 運 輸 支 局 愛 媛 運 輸 支 局 今治海事事務所


